
 

生活福祉資金（緊急小口資金） 
特例貸付のご案内 

 社会福祉法人福井県社会福祉協議会 

 

● 貸付対象（1）被災された方で福井県内に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯。 

（2）被災された方で、県外被災地から福井県内に避難し、本特例措置による 

貸付が必要と認められ、当座の生活費を必要とする世帯。 

● 貸付限度額 １世帯につき１回のみ１０万円（特別な場合は２０万円まで可） 
          ※特別な場合とは以下の場合です。 

① 世帯員の中に被災による死亡者がいる場合 

② 世帯員に要介護者がいる場合 

③ ４人以上の世帯である場合 

④ 世帯員に被災による重傷者や妊産婦、学齢児童がいる場合 

● 据置期間  １年以内 

● 償還期間  据置期間終了後２年以内 

● 貸付利子  無利子 ＊償還期限後は残元金に対して年３．０％の延滞利子が発生します 

■申込みに際して必要な書類等 
〇 被災を証明できるもの（（原則）罹災証明または被災証明書） 

○ 身分を証明できるもの（運転免許証、健康保険証、住民票、マイナンバーカード 等） 

○ 申込者の預金通帳又はキャッシュカード 

○ 貸付額 20 万円の対象となる①～④の世帯は、①～④であることが確認できるもの 

〇 その他、福井県社会福祉協議会が指定する書類 

■貸付金の交付方法 
○ 借入申込者が指定する金融機関（ご本人名義に限る）に送金します。申請から送金まで 

は 7～10 日程度かかります。 

■貸付後の手続き 
○ 貸付金交付後３ヶ月を目安として、「住居報告書」により状況を報告していただきます。 

■償還（返済）について 
○ 返済が始まるのは貸付の１年後です。原則として金融機関口座引落しで毎月ご返済いた 

だきます。返済が始まる３か月前に返済開始のお知らせを送付するとともに、返済方法 

についてご案内します。 

■申込先 

 

○ 住所を有する市町村社会福祉協議会 または 避難先の市町村社会福祉協議会 

（裏面もご確認ください⇒） 

  

審査の結果、貸付できない場合もあります。また、虚偽の申請や不正な手段により貸付を

受けた場合、貸し付けた資金を即時に返済していただきます。 

令和６年 1 月能登半島地震による被災者された方へ 

貸 付 内 容 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   連 絡 先:〒930-0094 富山市安住町5番21号 サンシップとやま内 
      TEL:076-432-2960 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

実施主体 

福井県社会福祉協議会  地域福祉課 

Tel:0776-24-4987  受付時間:9 時～17 時(平日） 

〒910-8516  福井市光陽２丁目 3-22 E-mail tokurei@f-shakyo.or.jp 


